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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のセンサと通信可能な情報処理装置であって、
　前記複数のセンサを登録すべく、複数のイベントを切り替えて出力する出力手段と、
　前記出力手段により出力されたイベントを検知したセンサのセンサ固有の固有情報を取
得する取得手段と、
　前記取得手段で取得したセンサの固有情報に対応する識別情報であって、当該センサを
識別するための識別情報の入力を受け付ける受付手段と、
　前記受付手段で入力を受け付けた識別情報と、前記固有情報とを紐付けて登録する登録
手段と
　を備えることを特徴とする情報処理装置。
【請求項２】
　前記イベントは、光、音、熱、振動、風のうち少なくとも１つのイベントを含むことを
特徴とする請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項３】
　前記出力手段で出力される複数のイベントは、所定のパターンのイベントであり、
　前記取得手段は、前記出力手段により出力された所定のパターンのイベントを検知した
センサの前記固有情報を取得することを特徴とする請求項１または２に記載の情報処理装
置。
【請求項４】
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　前記センサは、前記情報処理装置に接触するように配置されることを特徴とする請求項
１乃至３のいずれか１項に記載の情報処理装置。
【請求項５】
　前記取得手段によりイベントを検知したセンサの固有情報を取得した後に他のセンサの
固有情報を取得する場合に、前記出力手段は、当該出力手段により出力可能な複数のイベ
ントのうち、前記取得手段により前記センサの固有情報を取得したときに出力したイベン
トを出力することを特徴とする請求項１乃至４のいずれか１項に記載の情報処理装置。
【請求項６】
　前記出力手段は、前記情報処理装置に表示される画面を分割することにより形成される
複数のエリアごとに異なるパターンのイベントを出力し、
　前記取得手段は、前記エリアごとに検知したセンサの固有情報を取得することを特徴と
する請求項１乃至５のいずれか１項に記載の情報処理装置。
【請求項７】
　複数のセンサと通信可能な情報処理装置の制御方法であって、
　前記複数のセンサを登録すべく、複数のイベントを切り替えて出力する出力工程と、
　前記出力工程により出力されたイベントを検知したセンサのセンサ固有の固有情報を取
得する取得工程と、
　前記取得工程で取得したセンサの固有情報に対応する識別情報であって、当該センサを
識別するための識別情報の入力を受け付ける受付工程と、
　前記受付工程で入力を受け付けた識別情報と、前記固有情報とを紐付けて登録する登録
工程と
　を備えることを特徴とする情報処理装置の制御方法。
【請求項８】
　複数のセンサと通信可能な情報処理装置で読み取り実行可能なプログラムであって、
　前記情報処理装置を、
　前記複数のセンサを登録すべく、複数のイベントを切り替えて出力する出力手段と、
　前記出力手段により出力されたイベントを検知したセンサのセンサ固有の固有情報を取
得する取得手段と、
　前記取得手段で取得したセンサの固有情報に対応する識別情報であって、当該センサを
識別するための識別情報の入力を受け付ける受付手段と、
　前記受付手段で入力を受け付けた識別情報と、前記固有情報とを紐付けて登録する登録
手段と
　して機能させることを特徴とするプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、情報処理装置、情報処理装置の制御方法およびプログラムに関し、特に、情
報処理装置で登録するセンサの特定を容易にすることが可能な仕組みに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、センサに無線通信機能が付いたデバイスが安価になり、無線機能が付いたセンサ
を使用したシステムが運用されるようになっている。
【０００３】
　センサに無線通信機能が付いたデバイス（以下、センサデバイス、センサとも称する）
を使用したシステムにおいて、センサデバイスにはＭＡＣアドレスやＵＵＩＤなど固有の
デバイスＩＤが付いており、システムではそのデバイスＩＤを自動で取得して利用するが
、英数字の羅列文字なので、ユーザにはそのデバイスＩＤがどのデバイスを示しているの
か判り辛い。その為、通常、ユーザは、システム内でデバイスＩＤに対応したデバイス名
を登録して使用している。
【０００４】
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　しかし、デバイス名の登録時、無線通信の場合、複数デバイスとの通信が接続されると
、デバイスＩＤだけではデバイスを特定することができない。
【０００５】
　そこで、特許文献１には、無線通信装置の通信対象のセンサ端末を特定する方法として
、電波強度を利用する技術が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２０１５－８３７６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、特許文献１は、通信対象のセンサ端末を特定するために、無線通信装置
が複数台必要であり、無線通信装置を複数台用意するのはユーザにとって不便だった。
【０００８】
　本発明は、複数のイベントを切り替えて出力することで、情報処理装置でセンサの登録
を容易にすることが可能な仕組みを提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明は、複数のセンサと通信可能な情報処理装置であって、前記複数のセンサを登録
すべく、複数のイベントを切り替えて出力する出力手段と、前記出力手段により出力され
たイベントを検知したセンサのセンサ固有の固有情報を取得する取得手段と、前記取得手
段で取得したセンサの固有情報に対応する識別情報であって、当該センサを識別するため
の識別情報の入力を受け付ける受付手段と、前記受付手段で入力を受け付けた識別情報と
、前記固有情報とを紐付けて登録する登録手段とを備えることを特徴とする。
【００１０】
　また、本発明は、複数のセンサと通信可能な情報処理装置であって、イベントを出力す
る出力手段と、前記出力手段により出力されたイベントを検知したセンサを特定する特定
手段と、前記特定手段で特定された前記センサから当該センサ固有の固有情報と、当該セ
ンサにより検知したイベントの値を取得する取得手段と、前記取得手段で取得した前記セ
ンサの固有情報を一覧で表示する表示手段と、前記表示手段により一覧で表示された前記
センサの固有情報に対応する、当該センサを識別するための識別情報の入力を受け付ける
受付手段と、を備え、前記表示手段は、前記固有情報を、各センサが検知したイベントの
値が大きい順、または小さい順に一覧で表示することを特徴とする。
【００１１】
　また、本発明は、複数のセンサと通信可能な情報処理装置の制御方法であって、前記複
数のセンサを登録すべく、複数のイベントを切り替えて出力する出力工程と、前記出力工
程により出力されたイベントを検知したセンサのセンサ固有の固有情報を取得する取得工
程と、前記取得工程で取得したセンサの固有情報に対応する識別情報であって、当該セン
サを識別するための識別情報の入力を受け付ける受付工程と、前記受付工程で入力を受け
付けた識別情報と、前記固有情報とを紐付けて登録する登録工程とを備えることを特徴と
する。
【００１２】
　また、本発明は、複数のセンサと通信可能な情報処理装置で読み取り実行可能なプログ
ラムであって、前記情報処理装置を、前記複数のセンサを登録すべく、複数のイベントを
切り替えて出力する出力手段と、前記出力手段により出力されたイベントを検知したセン
サのセンサ固有の固有情報を取得する取得手段と、前記取得手段で取得したセンサの固有
情報に対応する識別情報であって、当該センサを識別するための識別情報の入力を受け付
ける受付手段と、前記受付手段で入力を受け付けた識別情報と、前記固有情報とを紐付け
て登録する登録手段として機能させることを特徴とする。
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【００１３】
　また、本発明は、複数のセンサと通信可能な情報処理装置の制御方法であって、イベン
トを出力する出力工程と、前記出力工程により出力されたイベントを検知したセンサを特
定する特定工程と、前記特定工程で特定された前記センサから当該センサ固有の固有情報
と、当該センサにより検知したイベントの値を取得する取得工程と、前記取得工程で取得
した前記センサの固有情報を一覧で表示する表示工程と、前記表示工程により一覧で表示
された前記センサの固有情報に対応する、当該センサを識別するための識別情報の入力を
受け付ける受付工程と、を備え、前記表示工程は、前記固有情報を、各センサが検知した
イベントの値が大きい順、または小さい順に一覧で表示することを特徴とする。
【００１４】
　また、本発明は、複数のセンサと通信可能な情報処理装置で読み取り実行可能なプログ
ラムであって、前記情報処理装置を、イベントを出力する出力手段と、前記出力手段によ
り出力されたイベントを検知したセンサを特定する特定手段と、前記特定手段で特定され
た前記センサから当該センサ固有の固有情報と、当該センサにより検知したイベントの値
を取得する取得手段と、前記取得手段で取得した前記センサの固有情報を一覧で表示する
表示手段と、前記表示手段により一覧で表示された前記センサの固有情報に対応する、当
該センサを識別するための識別情報の入力を受け付ける受付手段と、して機能させ、前記
表示手段は、前記固有情報を、各センサが検知したイベントの値が大きい順、または小さ
い順に一覧で表示することを特徴とする。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明によれば、複数のイベントを切り替えて出力することで、情報処理装置でセンサ
の登録を容易にすることが可能な仕組みを提供することができる。
 
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明の構成の一例を示すシステム構成の一例を示す図である。
【図２】本発明に適用可能なサーバのハードウェア構成の一例を示すブロック図である。
【図３】本発明に適用可能なスマートフォンのハードウェア構成の一例を示すブロック図
である。
【図４】本発明に適用可能なセンサデバイスのハードウェア構成の一例を示すブロック図
である。
【図５】本発明に適用可能な機能構成を説明するブロック図の一例を示す図である。
【図６】本発明に適用可能なセンサデバイスの状態遷移図である。
【図７】本発明に適用可能なスマートフォンの画面に表示させる、メインメニューの一例
を示す図である。
【図８】本発明に適用可能なスマートフォンの画面に表示させる、登録画面の初期画面の
一例を示す図である。
【図９】本発明に適用可能なスマートフォンの画面に表示させる、登録画面の実行中の一
例を示す図である。
【図１０】本発明に適用可能なスマートフォンの画面に表示させる、登録画面の実行中の
一例を示す図である。
【図１１】本発明に適用可能なスマートフォンの画面に表示させる、登録完了画面の一例
を示す図である。
【図１２】本発明に適用可能なスマートフォンの画面に表示させる、デバイスなし時の登
録エラー画面の一例を示す図である。
【図１３】本発明に適用可能なスマートフォンの画面に表示させる、デバイス特定不能時
の登録エラー画面の一例を示す図である。
【図１４】本発明に適用可能なセンサデバイスのコマンドの一例を示す図である。
【図１５】本発明に適用可能なセンサデバイスのセンサデータ取得コマンド返答の一例を
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示す図である。
【図１６】本発明に適用可能なセンサデバイスのセンサデータ操作コマンド返答の一例を
示す図である。
【図１７】本発明に適用可能なスマートフォン上にある、接続デバイステーブルの一例を
示す図である。
【図１８】本発明に適用可能なサーバのＤＢにある、デバイステーブルの一例を示す図で
ある。
【図１９】本発明に適用可能なセンサデバイスの処理フローの一例を示す図である。
【図２０】本発明に適用可能なスマートフォンの処理フローの一例を示す図である。
【図２１】本発明に適用可能なスマートフォンを用いてセンサデバイスを登録する処理フ
ローの一例を示す図である。
【図２２】第二の実施形態におけるスマートフォンを用いてセンサデバイスを登録する処
理フローの一例であって、複数センサデバイスを特定する処理フローの一例を示す図であ
る。
【図２３】第三の実施形態におけるスマートフォンを用いてセンサデバイスを登録する処
理フローの一例であって、特定のセンサしか備えていないセンサデバイスを特定する処理
フローの一例を示す図である。
【図２４】図２０の別実施形態の処理フローの一例を示す図である。
【図２５】図２０の別実施形態におけるスマートフォンの処理フローの一例を示す図であ
る。
【図２６】図２５の実施形態におけるセンサデバイスの登録処理フローの一例を示す図で
ある。
【図２７】図２５の実施形態におけるスマートフォンの画面に表示させる画面の一例を示
す図である。
【図２８】図２５の実施形態におけるデータテーブルの一例を示す図である。
【図２９】図２４の実施形態におけるスマートフォン上にある接続デバイステーブルの一
例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下、図面を参照して、本発明の実施形態を詳細に説明する。
【００１８】
　図１は、本発明の実施形態におけるシステム構成図である。
【００１９】
　ネットワーク１００上にサーバ１０１、無線ＬＡＮアクセスポイント１０２が接続され
ている。
【００２０】
　無線ＬＡＮアクセスポイント１０２は、スマートフォン２０１と無線で接続されている
。スマートフォン２０１は、センサと通信可能な情報処理装置の適用例である。また、複
数のセンサと通信可能な情報処理装置の適用例である。
【００２１】
　スマートフォン２０１は、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ３００でセンサデバイス（デバイス、セ
ンサとも称する）３０１と接続することができる。
【００２２】
　また、スマートフォン２０１はスマートフォン２０１に限らなくてよく、タブレット等
でもよい。スマートフォン２０１は、イベントを出力する出力手段の適用例である。
【００２３】
　センサデバイス３０１とは、光を検知可能な光センサや音を検知可能な音センサや振動
センサ等を備えているセンサのことを言う。
【００２４】
　本発明では、センサデバイス３０１のデータを利用するシステムなのでセンサデバイス
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３０１のデータをスマートフォン２０１が受信してサーバに送信する。
スマートフォン２０１を通してサーバへ送信する理由としては、センサデバイス３０１は
通常、値段面や大きさバッテリーの持ちの良さなどの制約で、ネットワークＩ／Ｆや３Ｇ
／ＬＴＥ（電話回線）のＩ／Ｆを持っていないからである。
【００２５】
　本発明のシステムは、例えば、農家のビニールハウスの中にセンサデバイス３０１とス
マートフォン２０１を置いてクラウド上のサーバ等にセンサデバイス３０１のデータを保
管して、家のＰＣでビニールハウスの室温を監視するシステム等で使用できる。
【００２６】
　なお、図１のネットワーク１００上に接続される各種端末の構成は一例であり、用途や
目的に応じて様々な構成例があることは言うまでもない。
【００２７】
　図２は、本発明の実施形態におけるサーバ１０１のハードウェア構成の一例を示す図で
ある。
【００２８】
　ＣＰＵ１００１は、システムバス１００４に接続される各デバイスやコントローラを統
括的に制御する。
【００２９】
　また、ＲＯＭ１００３あるいは外部メモリ１３００には、ＣＰＵ１００１の制御プログ
ラムであるＢＩＯＳ（Ｂａｓｉｃ　Ｉｎｐｕｔ　／　Ｏｕｔｐｕｔ　Ｓｙｓｔｅｍ）やオ
ペレーティングシステムプログラム（以下、ＯＳ）や、各サーバ或いは各ＰＣの実行する
機能を実現するために必要な後述する各種プログラム等が記憶されている。ＲＡＭ１００
２は、ＣＰＵ１００１の主メモリ、ワークエリア等として機能する。
【００３０】
　ＣＰＵ１００１は、処理の実行に際して必要なプログラム等をＲＡＭ１００２にロード
して、プログラムを実行することで各種動作を実現するものである。
【００３１】
　また、キーボードコントローラ（ＫＢＣ）１００５は、キーボード１１００や不図示の
マウス等のポインティングデバイスからの入力を制御する。
【００３２】
　ディスプレイコントローラ（ＤＣ）１００６は、ディスプレイ１２００等の表示器への
表示を制御する。表示器はＣＲＴでも液晶ディスプレイでも構わない。これらは必要に応
じてユーザが使用するものである。
【００３３】
　メモリコントローラ（ＭＣ）１００７は、ブートプログラム、ブラウザソフトウエア、
各種のアプリケーション、フォントデータ、ユーザファイル、編集ファイル、各種データ
等を記憶するハードディスク（ＨＤ）やフロッピーディスク（登録商標　ＦＤ）或いはＰ
ＣＭＣＩＡカードスロットにアダプタを介して接続されるコンパクトフラッシュメモリ等
（コンパクトフラッシュは登録商標）の外部メモリ１３００へのアクセスを制御する。
【００３４】
　通信Ｉ／Ｆコントローラ（通信Ｉ／ＦＣ）１００８は、ネットワーク１００を介して、
外部機器と接続・通信するものであり、ネットワークでの通信制御処理を実行する。例え
ば、ＴＣＰ／ＩＰを用いたインターネット通信等が可能である。
【００３５】
　なお、ＣＰＵ１００１は、例えばＲＡＭ１００２内の表示情報用領域へアウトラインフ
ォントの展開（ラスタライズ）処理を実行することにより、ディスプレイ１２００上での
表示を可能としている。また、ＣＰＵ１００１は、ディスプレイ１２００上の不図示のマ
ウスカーソル等でのユーザ指示を可能とする。
【００３６】
　なお、図２の構成は一例であり、用途や目的に応じて様々な構成例があることは言うま
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でもない。
【００３７】
　図３は、本発明の実施形態におけるスマートフォン２０１のハードウェア構成の一例を
示す図である。
【００３８】
　ＣＰＵ２００１は、システムバス２００４に接続される各デバイスやコントローラを統
括的に制御する。
【００３９】
　また、ＲＯＭ２００３（フォントＲＯＭ、プログラムＲＯＭ、データＲＯＭ）あるいは
不揮発性メモリ２３００には、ＣＰＵ２００１の制御プログラムであるＢＩＯＳ（Ｂａｓ
ｉｃ　Ｉｎｐｕｔ　／　Ｏｕｔｐｕｔ　Ｓｙｓｔｅｍ）やオペレーティングシステムプロ
グラム（以下、ＯＳ）や、各サーバ或いは各ＰＣの実行する機能を実現するために必要な
後述する各種プログラム等が記憶されている。ＲＡＭ２００２は、ＣＰＵ２００１の主メ
モリ、ワークエリア等として機能する。
【００４０】
　ＣＰＵ２００１は、処理の実行に際して必要なプログラム等をＲＡＭ２００２にロード
して、プログラムを実行することで各種動作を実現するものである。
【００４１】
　また、入力コントローラ（入力Ｃ）２００５は、タッチパネル２１００のポインティン
グデバイスからの入力などを制御する。
【００４２】
　ディスプレイコントローラ（ＤＣ）２００６は、ディスプレイ２２００等の表示器への
表示を制御する。これらは必要に応じてユーザが使用するものである。
【００４３】
　メモリコントローラ（ＭＣ）２００７は、ブートプログラム、ブラウザソフトウエア、
各種のアプリケーション、フォントデータ、ユーザファイル、編集ファイル、各種データ
等を記憶するハードディスク（ＨＤ）やフロッピーディスク（登録商標　ＦＤ）或いはＰ
ＣＭＣＩＡカードスロットにアダプタを介して接続されるコンパクトフラッシュメモリ等
の不揮発性メモリ２３００へのアクセスを制御する。
【００４４】
　携帯電話回線ネットワークインタフェースコントローラ（携帯電話回線ＮＷＩ／Ｆ）２
００８は、公衆回線を介してゲートウェイ５０１と通信を行い、インターネット１００（
ネットワーク）と接続され、外部機器と接続・通信するものであり、ネットワークでの通
信制御処理を実行する。例えば、３Ｇ回線による通信等が可能である。
【００４５】
　また、無線ＬＡＮインタフェースコントローラ（無線ＬＡＮＩ／Ｆ）２００９は、無線
ＬＡＮアクセスポイント１０２を介してインターネット１００（ネットワーク）と接続さ
れ、外部機器と接続・通信するものであり、ネットワークでの通信制御処理を実行する。
例えば、ＴＣＰ／ＩＰを用いたインターネット通信等が可能である。
【００４６】
　入力ポート２０１０は、マイクカメラ２４００からの情報をシステムバス２００４を介
してＣＰＵ２００１へ送信することにより、ＣＰＵ２００１でスマートフォン２０１の現
在位置を把握することができる。
【００４７】
　出力ポート２０１１は、スピーカやバイブレータ２５００などと接続され、スマートフ
ォン２０１による通話やユーザへのコールやスケジュールの通知などが可能である。
【００４８】
　なお、ＣＰＵ２００１は、例えばＲＡＭ２００２内の表示情報用領域へアウトラインフ
ォントの展開（ラスタライズ）処理を実行することにより、ディスプレイ２２００上での
表示を可能としている。また、ＣＰＵ２００１は、ディスプレイ２２００上の不図示のタ
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ッチパッド等でのユーザ指示を可能とする。
【００４９】
　本発明を実現するためのスマートフォン２０１の各処理部のプログラムは不揮発性メモ
リ２３００に記録されており、必要に応じてＲＡＭ２００２にロードされることによりＣ
ＰＵ２００１によって実行されるものである。さらに、本発明に係わる印刷管理プログラ
ムが用いる印刷データは不揮発性メモリ２３００に格納されている。
【００５０】
　なお、図３のスマートフォン２０１の構成は一例であり、用途や目的に応じて様々な構
成例があることは言うまでもない。
【００５１】
　図４は、本発明の実施形態におけるセンサデバイス３０１のハードウェア構成の一例を
示す図である。
【００５２】
　ＣＰＵ３００１は、システムバス３００４に接続される各デバイスやコントローラを統
括的に制御する。
【００５３】
　また、ＲＯＭ３００３には、ＣＰＵ３００１の制御プログラムであるＢＩＯＳ（Ｂａｓ
ｉｃ　Ｉｎｐｕｔ　／　Ｏｕｔｐｕｔ　Ｓｙｓｔｅｍ）やオペレーティングシステムプロ
グラム（以下、ＯＳ）や、各サーバ或いは各ＰＣの実行する機能を実現するために必要な
後述する各種プログラム等が記憶されている。ＲＡＭ３００２は、ＣＰＵ３００１の主メ
モリ、ワークエリア等として機能する。
【００５４】
　ＣＰＵ３００１は、処理の実行に際して必要なプログラム等をＲＡＭ３００２にロード
して、プログラムを実行することで各種動作を実現するものである。
【００５５】
　また、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈインタフェースコントローラ（ＢｌｕｅｔｏｏｔｈＩ／Ｆ）
３００７は、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ３００（Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ無線）を介してスマートフ
ォン２０１と接続される（Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈは登録商標）。
【００５６】
　入力ポート３００５は、照度センサ、温度センサ、磁気センサ、方位センサ、気圧セン
サ、加速度センサ、角角度センサなどのセンサ類３００８からの情報をシステムバス３０
０４を介してＣＰＵ３００１へ送信することにより、ＣＰＵ３００１でセンサ類が取得し
た値を把握することができる。
【００５７】
　出力ポート３００６は、ＬＥＤやスピーカなどと接続され、ユーザへの通知などが可能
である。
【００５８】
　本発明を実現するためのセンサデバイス３０１の各処理部のプログラムはＲＯＭ３００
３に記録されており、必要に応じてＲＡＭ３００２にロードされることによりＣＰＵ３０
０１によって実行されるものである。さらに、本発明に係わるデータはＲＡＭ３００２に
格納されている。
【００５９】
　なお、図４のセンサデバイス３０１の構成は一例であり、用途や目的に応じて様々な構
成例があることは言うまでもない。
【００６０】
　図５は、本発明の実施形態におけるソフトウェア構成の一例を示した図である。
【００６１】
　センサデバイス３０１は、センサデータ送信部３５１を有する。センサデータ送信部３
５１は、搭載しているセンサの値を送信する。
【００６２】
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　スマートフォン２０１は、メインメニュー２５１と、デバイス登録部２５２と、デバイ
ス検索部２５３と、デバイス削除部２５４と、データ転送部２５５とを有する。
【００６３】
　メインメニュー２５１は、メニュー画面を表示し、ユーザからの操作により、センサデ
バイス３０１の登録、検索、削除の処理を振り分ける。
【００６４】
　デバイス登録部２５２は、ユーザからの操作により、センサデバイス３０１と通信を行
い、デバイスＩＤとデバイス名を紐付け、サーバへＤＢへの登録依頼を行う。
【００６５】
　デバイス検索部２５３は、センサデバイス３０１と通信を行い、未登録のセンサデバイ
ス３０１を一覧表示する。
【００６６】
　デバイス削除部２５４は、登録されているセンサデバイス３０１を削除するため、サー
バ１０１へＤＢへの削除依頼を行う。
【００６７】
　データ転送部２５５は、登録されているセンサデバイス３０１からセンサ値を受け取り
、サーバ１０１にあるＤＢへの更新依頼を行う。
【００６８】
　サーバ１０１は、デバイス管理部１５１と、デバイス状態更新部１５２とを有する。
【００６９】
　デバイス管理部１５１は、スマートフォン２０１からの指示により、ＤＢ中のデバイス
テーブルのレコードの追加や削除を行う。デバイス状態更新部１５２は、スマートフォン
２０１からの指示により、ＤＢ中のデバイステーブルのレコードのセンサ値の更新を行う
。
【００７０】
　なお、図４のセンサデバイス３０１の構成は一例であり、用途や目的に応じて様々な構
成例があることは言うまでもない。
【００７１】
　なお、以上のソフトウェア構成の説明は一例であり、用途や目的に応じて様々な構成例
があることは言うまでもない。
【００７２】
　図１９は、本発明の実施形態における、センサデバイス３０１の動作の一例を説明する
フローチャート図である。なお、このフローチャートの処理は、図４で示したセンサデバ
イス３０１のＣＰＵ３００１がＲＯＭ３００３に格納されたプログラムをＲＡＭ３００２
にロードし実行することにより実現される。また、図中のステップＳ１９０１～ステップ
Ｓ１９１４は各ステップを示す。
【００７３】
　図１９のフローチャートは、ユーザによりセンサデバイス３０１の電源が入れられると
開始される。
【００７４】
　まず、ステップＳ１９０１において、センサデバイス３０１は、ユーザから電源ＯＦＦ
の指示がされたかの判定をする。
【００７５】
　センサデバイス３０１は、電源ＯＦＦの指示がされたと判定された場合は（ステップＳ
１９０１：ＹＥＳ）、図１９の処理を終了する。
【００７６】
　センサデバイス３０１は、電源ＯＮの指示がされたと判定された場合は（ステップＳ１
９０１：ＮＯ）、ステップＳ１９０３へ処理を移行する。
【００７７】
　ステップＳ１９０３では、センサデバイス３０１は、アドバタイジングパケットの送信
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を行う。アドバタイジングパケットにはセンサデバイス３０１自身のデバイスＩＤが含ま
れており、アドバタイジングパケットとは、スマートフォン２０１などにセンサデバイス
３０１と接続可能である旨を知らせる機能である。また、アドバタイジングパケットはセ
ンサデバイス３０１と未接続状態の時に送信するため、ステップＳ１９０３～ステップＳ
１９０５の処理を実行している間は、アドバタイジングパケットを送信する。
【００７８】
　ここで、図６を用いて本発明の実施形態におけるセンサデバイス３０１の状態遷移を説
明する。
【００７９】
　センサデバイス３０１（デバイス、センサとも称する）は、電源投入後（電源投入とは
、図１９のフロー開始（デバイス電源ＯＮ）のタイミングのこと）、接続待ち状態となり
、スマートフォン２０１から接続要求があり接続（ステップＳ１９０６、ステップＳ２０
０７）を行うと、アドバタイジングパケットの送信を止め、接続状態となる。
【００８０】
　接続状態中は、スマートフォン２０１からの指示により、ＬＥＤなどの点灯、消灯や、
搭載しているセンサの値の送信などを行う。スマートフォン２０１からの接続解除指示や
、通信断などがあった場合、接続を解除して、接続待ち状態となり、アドバタイジングパ
ケットの送信を開始する。
【００８１】
　以上で、図６の説明を終了する。
【００８２】
　次に、ステップＳ１９０４では、センサデバイス３０１は、スマートフォン２０１から
の接続要求を受け取る。接続要求がない場合はそのまま待機する。
【００８３】
　そして、ステップＳ１９０５では、センサデバイス３０１は、ステップＳ１９０４でス
マートフォン２０１からの接続要求を受け取ったを判定する。
【００８４】
　センサデバイス３０１は、スマートフォン２０１からの接続要求がない場合（ステップ
Ｓ１９０５：なし）、ステップＳ１９０１へ移行し、電源ＯＦＦの指示がない場合、再度
アドバタイジングパケットの送信を行う。
【００８５】
　センサデバイス３０１は、スマートフォン２０１からの接続要求がある場合（ステップ
Ｓ１９０５：あり）、ステップＳ１９０６の接続処理へ移行する。
【００８６】
　ステップＳ１９０６では、センサデバイス３０１は、スマートフォン２０１との接続を
行う。接続中は定期的にキープアライブパケット（生存確認信号）を送受信することで、
接続断などを検知する。
【００８７】
　ステップＳ１９０７では、センサデバイス３０１は、接続断の判定を行う。具体的には
、キープアライブパケットが、一定期間送受信ができなかった場合に接続断と判定する。
【００８８】
　センサデバイス３０１は、接続断と判定された場合は（ステップＳ１９０７：ＹＥＳ）
、ステップＳ１９１０の接続解除の処理へ移行する。
【００８９】
　センサデバイス３０１は、接続中と判定された場合は（ステップＳ１９０７：ＮＯ）、
ステップＳ１９０８のコマンド受信の処理へ移行する。
【００９０】
　ステップＳ１９０８では、センサデバイス３０１は、スマートフォン２０１からのコマ
ンドを受信する。コマンドには、センサデバイス３０１に搭載しているセンサの値を取得
するコマンド、センサデバイス３０１に搭載されているＬＥＤやスピーカなどを操作する
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コマンド、スマートフォン２０１との接続を解除するコマンドがある。また、図１４の例
の通り、コマンドにはパラメータが付加されているものもある。
【００９１】
　ここで、図１４を用いて、本発明の実施形態におけるスマートフォン２０１からセンサ
デバイス３０１へ送る、コマンドの例を示した図について説明する。
【００９２】
　コマンド１４０１は、接続解除、センサデータ取得、センサデバイスの操作の３種類あ
り、接続解除は「０」、センサデータ取得は「１」、センサデバイス操作は「２」の番号
で示される。
【００９３】
　パラメータ１４０２は、接続解除コマンドの場合はパラメータなし、センサデータ取得
コマンドはセンサを指定するパラメータがあり、図１４はパラメータとして照度センサが
スマートフォン２０１から指定されている例である。
【００９４】
　また、センサデータ取得のパラメータの例として、照度センサ、温度センサ、湿度セン
サ、加速度センサ等がある。「センサデバイス操作」はセンサデバイス３０１を操作する
ためのパラメータであり、図１４はセンサデバイス３０１のＬＥＤをＯＮにする命令であ
る。また、センサデバイス操作のパラメータ例として、ＬＥＤ　ＯＮ、ＬＥＤ　ＯＦＦ、
ＢＥＥＰ等がある。
【００９５】
　以上で、図１４の説明を終了する。
【００９６】
　ステップＳ１９０９では、センサデバイス３０１は、コマンドの種類を判別し、コマン
ドによってその後の処理を変える。
【００９７】
　センサデバイス３０１は、コマンド受信なしの場合（ステップＳ１９０９：コマンド受
信なし）、ステップＳ１９０７の処理へ移行する。
【００９８】
　センサデバイス３０１は、接続解除コマンドの場合（ステップＳ１９０９：接続解除コ
マンド）、ステップＳ１９１０の接続解除の処理へ移行する。
【００９９】
　センサデバイス３０１は、センサデータ取得コマンドの場合（ステップＳ１９０９：セ
ンサデータ取得コマンド）、ステップＳ１９１１のセンサデータ取得処理へ移行する。
【０１００】
　センサデバイス３０１は、センサの操作コマンドの場合（ステップＳ１９０９：センサ
操作コマンド）、ステップＳ１９１３のセンサの操作処理へ移行する。
【０１０１】
　ステップＳ１９１１では、センサデバイス３０１は、ＣＰＵ３００１からセンサデータ
の取得を行う。コマンドのパラメータで指定されたセンサの値を読み取る。
【０１０２】
　続いて、ステップＳ１９１２では、センサデバイス３０１は、取得したセンサデータの
値を、コマンドを要求したスマートフォン２０１に返答する。返答する形式は、図１５の
例のとおりである。返答後ステップＳ１９０７の処理へ移行する。
【０１０３】
　ここで、図１５について説明する。
【０１０４】
　図１５は、本発明の実施形態におけるスマートフォン２０１から受けたセンサデータ取
得コマンドの返答の例を示した図である。図１５では、照度センサの値が５０となってい
る例である。
【０１０５】
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　以上で、図１５の説明を終了する。
【０１０６】
　ステップＳ１９１３では、センサデバイス３０１は、センサデバイス３０１に搭載され
ているＬＥＤやスピーカなど出力装置の操作を行う。コマンドのパラメータで指定された
出力装置、出力方法で操作する。
【０１０７】
　続いて、ステップＳ１９１４では、センサデバイス３０１は、操作完了の旨を、コマン
ドを要求したスマートフォン２０１に返答する。返答する形式は、図１６の例のとおりで
ある。返答後ステップＳ１９０７の処理に戻る。
【０１０８】
　ここで、図１６を説明する。図１６は、本発明の実施形態におけるスマートフォン２０
１から受けたセンサデバイス操作コマンドの返答の例を示した図である。図１６の例では
、スマートフォン２０１のＬＥＤのＯＮが完了した旨の例である。
【０１０９】
　ステップＳ１９１０では、センサデバイス３０１は、スマートフォン２０１との接続を
解除し、ステップＳ１９０１に戻り、センサデバイス３０１が電源ＯＮの場合には、アド
バタイジングパケットの送信を開始する。以上で図１９の説明を終了し、次に図２０の説
明を行う。
【０１１０】
　図２０は、本発明の実施形態における、スマートフォン２０１の動作の一例を説明する
フローチャート図である。なお、このフローチャートの処理は、図３で示したスマートフ
ォン２０１のＣＰＵ２００１がＲＯＭ２００３あるいは不揮発性メモリ２３００に格納さ
れたプログラムをＲＡＭ２００２にロードし実行することにより実現される。また、図中
のステップＳ２００１～ステップＳ２０１６は各ステップ番号を示す。
【０１１１】
　図２０のフローチャートは、スマートフォン２０１に表示される図７の本発明の実施形
態におけるスマートフォン２０１でのセンサデバイス３０１の管理画面（メインメニュー
画面）で図７のデバイス登録ボタン７０１を選択すると開始される。
【０１１２】
　ステップＳ２００１では、スマートフォン２０１は、図８のデバイス登録用の画面をデ
ィスプレイ２２００等に表示する。画面には図８のデバイス名の入力フィールド８０１と
メニューへ戻るボタン８０２、登録開始ボタン８０３、デバイスを乗せるための領域８０
４がある。
【０１１３】
　ここで図８の説明をする。図８は、本発明の実施形態におけるスマートフォン２０１で
のセンサデバイス３０１の登録画面の例を示した図である。図７でデバイス登録ボタン７
０１が押されると、この画面に推移する。
【０１１４】
　図８は、前記取得手段で取得したセンサの固有情報に対応する識別情報であって、当該
センサを識別するための識別情報の入力を受け付ける受付手段の適用例である。
【０１１５】
　また、図８は、前記センサは、前記情報処理装置に接触するように配置されることを特
徴とするセンサの適用例である。
【０１１６】
　ステップＳ２００２では、スマートフォン２０１は、ユーザにより、デバイス名の入力
を登録ボタンまたはメニューボタンの押下を受け付ける。
【０１１７】
　ステップＳ２００３では、スマートフォン２０１は、ステップＳ２００２で受け付けた
ボタンを判定する。
【０１１８】
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　スマートフォン２０１は、ユーザにより、メニューボタンが押された場合（ステップＳ
２００３：メニューボタン）、メニュー画面へ戻る。
【０１１９】
　スマートフォン２０１は、ユーザにより、登録ボタンが押された場合（ステップＳ２０
０３：登録ボタン）、ステップＳ２００４の処理を行う。
【０１２０】
　ステップＳ２００４では、スマートフォン２０１は、ステップＳ２００２で受け付けた
デバイス名の登録処理を実行している旨をユーザに知らせるため、また、登録処理中にユ
ーザによる操作をさせないため、図９のようにデバイス名の入力フィールドとボタンを入
力不可状態にする。
【０１２１】
　ここで図９の説明をする。図９は、本発明の実施形態におけるスマートフォン２０１で
のセンサデバイス３０１の登録画面で登録処理中の例を示した図である。図８で、ユーザ
により登録ボタンを押されると、この画面に推移する。
【０１２２】
　ステップＳ２００５では、スマートフォン２０１は、センサデバイス３０１のアドバタ
イジングパケットの受信を行う。
【０１２３】
　ステップＳ２００６では、スマートフォン２０１は、アドバタイジングパケットの有無
を判定する。
【０１２４】
　スマートフォン２０１は、アドバタイジングパケットを受信できた場合（ステップＳ２
００６：あり）、ステップＳ２００７へ処理を移行する。
【０１２５】
　スマートフォン２０１は、アドバタイジングパケットを受信できなかった場合（ステッ
プＳ２００６：なし）、ステップＳ２００９へ処理を移行する。
【０１２６】
　ステップＳ２００７では、スマートフォン２０１は、アドバタイジングパケットを送信
したセンサデバイス３０１に接続要求を送信し接続を行う。
【０１２７】
　ステップＳ２００８では、スマートフォン２０１は、接続を行ったセンサデバイス３０
１を記憶しておくために、接続デバイステーブルに接続を行ったセンサデバイス３０１の
デバイスＩＤを保存しておく。
　図１７が接続デバイステーブルの例である。接続デバイステーブルへ追加処理後、ステ
ップＳ２００５へ処理を移行し、アドバタイジングパケットの受信を行う。
【０１２８】
　ここで図１７のデバイステーブルに関して説明する。
【０１２９】
　図１７は、本発明の実施形態におけるスマートフォン２０１上で接続中のセンサデバイ
ス３０１を管理する、接続デバイステーブルの例を示した図である。
【０１３０】
　図１７ではデバイスＩＤ１７０１が「０１－０１－０１－００－００－０１」「０１－
０１－０１－００－００－０２」「０１－０１－０１－００－００－０３」のデバイスが
、接続中の状態であることを示している。
【０１３１】
　ステップＳ２００９では、スマートフォン２０１は、接続デバイステーブルにデバイス
が登録されているか判定する。
【０１３２】
　スマートフォン２０１は、接続デバイステーブルにデバイスＩＤ１７０１が１件も登録
されていない場合（ステップＳ２００９：なし）、デバイスがない旨のエラーとするため
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ステップＳ２０１０へ進む。
【０１３３】
　スマートフォン２０１は、デバイスＩＤ１７０１が登録されている場合（ステップＳ２
００９：あり）、ステップＳ２０１２へ進む。
【０１３４】
　ステップＳ２０１２では、スマートフォン２０１は、接続デバイステーブルに登録され
ているデバイスに対して通信を行い登録すべきデバイスか否か判定し登録を行う、この処
理は図２１のフローチャートで説明する。ステップＳ２０１２の処理が終わるとデバイス
の接続を解除するため、スマートフォン２０１は、ステップＳ２０１３へ処理を移行する
。
【０１３５】
　ステップＳ２０１３では、スマートフォン２０１は、接続デバイステーブルのデバイス
ＩＤの行を削除する。具体的には、図１７の先頭行「０１－０１－０１－００－００－０
１」から削除される。
【０１３６】
　そして、ステップＳ２０１４では、スマートフォン２０１は、削除したデバイスとの接
続解除を送信する。
【０１３７】
　ステップＳ２０１５では、スマートフォン２０１は、接続デバイステーブルにデータが
残っているか判定する。
【０１３８】
スマートフォン２０１は、接続デバイステーブルにデータが残っている場合（ステップＳ
２０１５：あり）、ステップＳ２０１３へ処理を移行し、再度、接続デバイステーブルの
削除を続ける。
【０１３９】
スマートフォン２０１は、接続デバイステーブルにデータが残っていない場合（ステップ
Ｓ２０１５：なし）、ステップＳ２０１６へ処理を移行する。
【０１４０】
　ステップＳ２０１６では、スマートフォン２０１は、ユーザにより、押下されたボタン
の判定をする。この時に表示されている画面は、後述する図２１で説明するが、図１２あ
るいは図１３の画面である。
【０１４１】
　スマートフォン２０１は、メニューボタンが押された場合（ステップＳ２０１６：メニ
ューボタン）、メニュー画面へ処理を移行する。
【０１４２】
　スマートフォン２０１は、別デバイスの登録ボタン（図１１の１１０１）が押された場
合（ステップＳ２０１６：別デバイスの登録ボタン）、あるいは登録ボタン（図１３の１
３０１）が押された場合（ステップＳ２０１６：登録ボタン）、ステップＳ２００１の処
理へ移行する。
【０１４３】
　ここで図１３に関して説明する。図１３は、本発明の実施形態におけるスマートフォン
２０１でのセンサデバイス３０１の登録処理でデバイスが特定できない場合の例を示した
図である。
【０１４４】
　ステップＳ２０１０では、スマートフォン２０１は、登録すべきデバイスがない旨をユ
ーザに知らせるため、例えば、図１２示す画面を表示する。このとき入力不可状態になっ
ている、デバイス名の入力フィールドとボタンを入力可能状態に戻す。
【０１４５】
　ここで図１２の説明をする。図１２は、本発明の実施形態におけるスマートフォン２０
１でのセンサデバイス３０１の登録処理でセンサデバイス３０１が見つからない場合の例
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を示した図である。
【０１４６】
　そして、ステップＳ２０１１では、スマートフォン２０１は、ユーザにより押下された
ボタンを判定する。
【０１４７】
　スマートフォン２０１は、ユーザによりメニューボタンが押された場合（ステップＳ２
０１１：メニューボタン）、メニュー画面へ戻る。
【０１４８】
　スマートフォン２０１は、ユーザにより登録ボタンが押された場合（ステップＳ２０１
１：登録ボタン）、ステップＳ２００４の処理へ移行する。以上で、図２０の説明を終了
し、次に図２１について説明する。
【０１４９】
　図２１は、本発明の実施形態における、スマートフォン２０１の動作の一例を説明する
フローチャート図である。なおこのフローチャートの処理は、図３で示したスマートフォ
ン２０１のＣＰＵ２００１がＲＯＭ２００３あるいは不揮発性メモリ２３００に格納され
たプログラムをＲＡＭ２００２にロードし実行することにより実現される。また、図中の
ステップＳ２１０１～ステップＳ２１１５は各ステップ番号を示す。
【０１５０】
　図２１のフローチャートは、図２０のフローチャートのステップＳ２０１２の処理を詳
細に説明した図である。この処理は、接続されているセンサデバイス３０１の１つ１つか
ら順番に、センサデバイス３０１の照度センサの値を取得して、スマートフォン２０１上
に乗っているセンサデバイス３０１を特定し、サーバ１０１へ登録する処理である。
【０１５１】
　ステップＳ２１０１は、スマートフォン２０１は、通信対象のセンサデバイス３０１に
対して、照度センサの取得コマンドを送信する、図１４にコマンドの例を示す。具体的に
は、通信対象のデバイスとは、接続デバイステーブルに登録されているデバイスであり、
最初は接続デバイステーブルの先頭のデバイスに対して送信する。この処理は、接続デバ
イステーブルに登録されているデバイス数分処理を繰り返す。
【０１５２】
　ステップＳ２１０２では、スマートフォン２０１は、通信対象のデバイスから、照度セ
ンサの値を取得（センサ値Ａ）する。
【０１５３】
　ステップＳ２１０２は、前記特定手段で特定された前記センサから当該センサ固有の固
有情報を取得する取得手段の適用例である。
【０１５４】
　ステップＳ２１０３では、スマートフォン２０１は、ステップＳ２１０２で取得した、
照度センサの値を保持する。
【０１５５】
　ステップＳ２１０４では、スマートフォン２０１は、スマートフォン２０１の画面を暗
くする。具体的には、図１０がその例である。
【０１５６】
　図１０は、本発明の実施形態におけるスマートフォン２０１でのセンサデバイス３０１
の登録画面で登録処理中の例を示した図である。登録処理の中に画面を暗くした際の例で
ある。
【０１５７】
　ステップＳ２１０５では、スマートフォン２０１は、通信対象のデバイスに対して、照
度センサの取得コマンドを送信する。
【０１５８】
　ステップＳ２１０６では、スマートフォン２０１は、通信対象のデバイスから、照度セ
ンサの値を取得（センサ値Ｂ）する。
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【０１５９】
　ステップＳ２１０７では、スマートフォン２０１は、暗くなっているスマートフォン２
０１の画面を元に戻す、図９がその例である。
【０１６０】
　ステップＳ２１０８は、スマートフォン２０１は、ステップＳ２１０３で取得した照度
センサの値（センサ値Ａ）と、ステップＳ２１０６で取得した照度センサの値（センサ値
Ｂ）を比べる。
【０１６１】
　スマートフォン２０１は、ステップＳ２１０３で取得した照度センサの値（センサ値Ａ
）とステップＳ２１０６で取得した照度センサの値（センサ値Ｂ）が同じあるいはセンサ
値Ｂのほうが明るい場合は（ステップＳ２１０８：同じあるいはＡの方が暗い）、現在ス
マートフォン２０１上にあるデバイスとは異なると判定する。
【０１６２】
　スマートフォン２０１は、ステップＳ２１０６で取得した照度センサの値（照度）のほ
うが暗い場合は（ステップＳ２１０８：Ｂの方が暗い）、再度照度を測るため、ステップ
Ｓ２１０９へ進む。
【０１６３】
　ステップＳ２１０９では、スマートフォン２０１は、通信対象のデバイスに対して、照
度センサの取得コマンドを送信する。
【０１６４】
ステップＳ２１１０では、スマートフォン２０１は、通信対象のデバイスから、照度セン
サの値（センサ値Ｃ）を取得する。
【０１６５】
　ステップＳ２１１１では、スマートフォン２０１は、ステップＳ２１０２で取得した照
度センサの値（センサ値Ａ）と、ステップＳ２１１０で取得した照度センサの値（センサ
値Ｃ）を比べる。
【０１６６】
スマートフォン２０１は、照度が異なる場合は（ステップＳ２１１１：異なる）、現在ス
マートフォン上にあるデバイスとは異なると判定する。
【０１６７】
スマートフォン２０１は、照度が同じ場合は（ステップＳ２１１１：同じ）、ステップＳ
２１１３へ進む。
【０１６８】
　スマートフォン２０１は、接続デバイステーブル中にある現在通信しているデバイスの
次にもデバイスがあるときは繰り返す。スマートフォン２０１は、次のデバイスがない場
合、接続している全てのデバイスに対して処理をしたので、登録できないと判断、ステッ
プＳ２１１２へ進む。スマートフォン２０１は、次のデバイスがある場合、ステップＳ２
１０１へ進む。つまり、接続デバイステーブル中にある現在通信しているデバイスの次の
デバイスを通信の対象とする。
【０１６９】
　ステップＳ２１１２では、スマートフォン２０１は、図１３のようなデバイスが特定で
きなかった旨のエラー画面を表示する。その後、図２０のフローチャートのステップＳ２
０１２の処理に進む。
【０１７０】
　ステップＳ２１１３では、スマートフォン２０１は、サーバ１０１へデバイスの登録依
頼をするデバイスの特定をする。
　ステップＳ２１１３は、前記出力手段により出力されたイベントを検知したセンサを特
定する特定手段の適用例である。また、ステップＳ２１１３は、前記出力手段により出力
された所定のパターンのイベントを検知したセンサを特定する特定手段の適用例である。
【０１７１】
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　ステップＳ２１１４では、スマートフォン２０１は、サーバ１０１へデバイスの登録依
頼をする。サーバ１０１へ送信するデータは、現在通信しているデバイスのデバイスＩＤ
と画面上に表示されている利用者が入力したデバイス名を送信する。
【０１７２】
　ステップＳ２１１４は、前記受付手段で入力を受け付けた識別情報と、前記固有情報と
を紐付けて登録する登録手段の適用例である。
【０１７３】
　ここで図１８のデバイステーブルの説明をする。
【０１７４】
　図１８は、本発明の実施形態における、サーバ１０１のＤＢで管理される、デバイステ
ーブルの例を示した図である。
【０１７５】
　図１８の１８０１デバイステーブルは、デバイスＩＤ、デバイス名、照度センサ値、温
度センサ値、湿度センサ値等の値を有する。
【０１７６】
　３レコード目１８０４は、デバイス管理部１５１においてレコード追加直後でセンサ値
が登録されていない状態である。具体的には、ステップＳ２１１４でサーバ１０１へデバ
イスの登録依頼がされ、デバイステーブルに登録された直後のレコードである。
【０１７７】
　１レコード目１８０２、２レコード目１８０３はデバイス状態更新部１５２よりセンサ
値が更新された状態である。具体的には、センサ値の更新は、デバイス登録後にデバイス
や各センサ値を取得し照度センサや温度センサ、湿度センサ等のフィールドを更新する。
【０１７８】
　ステップＳ２１１５では、スマートフォン２０１は、図１１のような登録完了画面を表
示する。その後、図２０のフローチャートのステップＳ２０１３の処理に進む。
【０１７９】
　ここで図１１の説明をする。図１１は、本発明の実施形態におけるスマートフォン２０
１でのセンサデバイス３０１の登録処理で登録が完了した例を示した図である。
【０１８０】
　以上が第一の実施形態の説明である。次に本発明のステップＳ２０１２のデバイス登録
処理の第二の実施形態について説明する。
【０１８１】
　第二の実施形態では、複数デバイスが存在し、複数デバイスのセンサデータが取得され
た場合に、センサデータの値からデバイスを特定する。
【０１８２】
　図２２は、本発明の第二の実施形態における、スマートフォン２０１の動作の一例を説
明するフローチャート図である。なお、このフローチャートの処理は、図３で示したスマ
ートフォン２０１のＣＰＵ２００１がＲＯＭ２００３あるいは不揮発性メモリ２３００に
格納されたプログラムをＲＡＭ２００２にロードし実行することにより実現される。また
、図中のステップＳ２２０１～ステップＳ２２０６は各ステップを示す。
【０１８３】
　ステップＳ２２０１では、スマートフォン２０１は、所定の出力を行う。具体的に、所
定の出力とは、スマートフォン２０１の画面の明暗を変えたり、スマートフォン２０１か
ら音を出力したりする。
【０１８４】
　ステップＳ２２０２では、スマートフォン２０１は、通信対象のデバイスに対して、照
度センサの取得コマンドを送信する、図１４にコマンドの例を示す。具体的には通信対象
のデバイスとは、接続デバイステーブルのデバイスである。
【０１８５】
　図２２は、複数デバイスがスマートフォン２０１の通信対象のデバイスであった場合の
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実施例である。第二の実施例は、複数のセンサデバイス３０１が所定の間隔を置いて存在
するときを前提とする。
【０１８６】
　ステップＳ２２０３では、スマートフォン２０１は、それぞれデバイスのセンサデータ
を受信する。
【０１８７】
　ステップＳ２２０４では、スマートフォン２０１は、所定の基準に従ってデータを並び
替える。具体的には、照度センサの場合は、一番明るい値のデバイスがスマートフォン２
０１に近い位置にあるデバイスとして、明るい値順にセンサデータを並び替えて、デバイ
スを特定する。音センサの場合は、一番音が大きい値のデバイスがスマートフォン２０１
に近い位置にあるデバイスとして、大きい値順位にセンサデータを並び替えて、デバイス
を特定する。
【０１８８】
　ステップＳ２２０４は、前記固有情報を、各センサが検知したイベントの値が大きい順
、または小さい順に一覧で表示する表示手段の適用例である。
【０１８９】
　ステップＳ２２０５では、スマートフォン２０１は、Ｓ２２０４で特定されたそれぞれ
のデバイス名の入力を受け付ける。つまり、ユーザは目視でステップＳ２２０４で特定さ
れたデバイスの実際に置かれている順番を確認して、それぞれデバイス名を入力する。
【０１９０】
　ステップＳ２２０６では、スマートフォン２０１は、ステップＳ２２０５で受け付けた
デバイス名を登録する。その後、図２０のフローチャートのステップＳ２０１３の処理に
進む。
【０１９１】
　以上が第二の実施形態の説明である。次に本発明のステップＳ２０１２のデバイス登録
処理の第三の実施形態について説明する。
【０１９２】
　第三の実施形態では、デバイスが特定のセンサしか備えていない場合に、センサデータ
の値を取得し、デバイスがどのセンサを備えているかわからないため、様々なパターンを
送信しデバイスを特定する第三の実施例である。第三の実施形態では、照度センサ、加速
度センサのどちらかを備えているセンサを対象にしているが、センサデータが取得できる
他のセンサ（温度センサ、湿度センサ等）でもよい。
【０１９３】
　図２３は、本発明の第三の実施形態における、スマートフォン２０１の動作の一例を説
明するフローチャート図である。なおこのフローチャートの処理は、図３で示したスマー
トフォン２０１のＣＰＵ２００１がＲＯＭ２００３あるいは不揮発性メモリ２３００に格
納されたプログラムをＲＡＭ２００２にロードし実行することにより実現される。また、
図中のステップＳ２３０１～ステップＳ２３２８は各ステップを示す。
【０１９４】
　ステップＳ２３０１は、スマートフォン２０１は、通信対象のデバイスに対して、照度
センサの取得コマンドを送信する、ここの処理は、接続デバイステーブルに登録されてい
るデバイス数分処理を繰り返す。
【０１９５】
　ステップＳ２３０２では、スマートフォン２０１は、通信対象のデバイスから、照度セ
ンサの値を取得（照度センサ値Ａ）する。
【０１９６】
　ステップＳ２３０３では、スマートフォン２０１は、ステップＳ２３０２で取得した、
照度センサの値（照度センサ値Ａ）を保持する。
【０１９７】
　ステップＳ２３０４では、スマートフォン２０１は、通信対象のデバイスに対して、加
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速度センサの取得コマンドを送信する。
【０１９８】
　ステップＳ２３０５では、スマートフォン２０１は、通信対象のデバイスから、加速度
センサの値を取得（加速度センサ値Ｂ）する。
【０１９９】
　ステップＳ２３０６では、スマートフォン２０１は、ステップＳ２３０５で取得した、
照度センサの値（加速度センサ値Ｂ）を保持する。
【０２００】
　ステップＳ２３０７では、スマートフォン２０１は、スマートフォン２０１の画面を暗
くする。具体的には、図１０がその例である。
【０２０１】
　ステップＳ２３０８では、スマートフォン２０１は、スマートフォン２０１のバイブレ
ータを動作させる。
【０２０２】
　ステップＳ２３０９では、スマートフォン２０１は、通信対象のデバイスに対して、照
度センサの取得コマンドを送信する。
【０２０３】
　ステップＳ２３１０では、スマートフォン２０１は、通信対象のデバイスから、照度セ
ンサの値を取得（照度センサ値Ｃ）する。
【０２０４】
　ステップＳ２３１１では、スマートフォン２０１は、ステップＳ２３１０で取得した、
照度センサの値（照度センサ値Ｃ）を保持する。
【０２０５】
　ステップＳ２３１２では、スマートフォン２０１は、通信対象のデバイスに対して、加
速度センサの取得コマンドを送信する。
【０２０６】
　ステップＳ２３１３では、スマートフォン２０１は、通信対象のデバイスから、加速度
センサの値を取得（加速度センサ値Ｄ）する。
【０２０７】
　ステップＳ２３１４では、スマートフォン２０１は、ステップＳ２３１３で取得した、
照度センサの値（加速度センサ値Ｄ）を保持する。
【０２０８】
　ステップＳ２３１５では、スマートフォン２０１は、暗くなっているスマートフォンの
画面を元に戻す、図９がその例である。
【０２０９】
　ステップＳ２３１６では、スマートフォン２０１は、スマートフォン２０１のバイブレ
ータを停止させる。
【０２１０】
　ステップＳ２３１７では、スマートフォン２０１は、通信対象のデバイスに対して、照
度センサの取得コマンドを送信する。
【０２１１】
　ステップＳ２３１８では、スマートフォン２０１は、通信対象のデバイスから、照度セ
ンサの値を取得（照度センサ値Ｅ）する。
【０２１２】
　ステップＳ２３１９では、スマートフォン２０１は、ステップＳ２３１８で取得した、
照度センサの値（照度センサ値Ｅ）を保持する。
【０２１３】
　ステップＳ２３２０では、スマートフォン２０１は、通信対象のデバイスに対して、加
速度センサの取得コマンドを送信する。
【０２１４】
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　ステップＳ２３２１では、スマートフォン２０１は、通信対象のデバイスから、加速度
センサの値を取得（加速度センサ値Ｆ）する。
【０２１５】
　ステップＳ２３２２では、スマートフォン２０１は、ステップＳ２３１３で取得した、
照度センサの値（加速度センサ値Ｆ）を保持する。
【０２１６】
　ステップＳ２３２３では、スマートフォン２０１は、ステップＳ２３０２で取得した照
度センサの値（照度センサ値Ａ）とステップＳ２３１０で取得した照度センサの値（照度
センサ値Ｃ）とステップＳ２３１８で取得した照度センサの値（照度センサ値Ｅ）とを比
較する。
【０２１７】
　スマートフォン２０１は、照度センサ値Ａと照度センサ値Ｅが同じ値、かつ照度センサ
値Ｃが照度センサ値Ａや照度センサ値Ｅより小さい（暗い）値の場合は（ステップＳ２３
２３：ＡとＥは同じ値、かつＣはＡやＥより小さい（暗い）値）、ステップＳ２３２５の
処理へ移行する。
【０２１８】
　スマートフォン２０１は、照度センサ値Ａと照度センサ値Ｅが異なる値、または照度セ
ンサ値Ｃは、照度センサ値Ａや照度センサ値Ｅより大きい（明るい）値の場合は（ステッ
プＳ２３２３：ＡとＥは異なる値、またはＣはＡやＥより大きい値）、ステップＳ２３２
４の処理へ移行する。
【０２１９】
　ステップＳ２３２４では、スマートフォン２０１は、ステップＳ２３０５で取得した加
速度センサの値（加速度センサ値Ｂ）とステップＳ２３１３で取得した加速度センサの値
（加速度センサ値Ｄ）とステップＳ２３２１で取得した加速度センサの値（加速度センサ
値Ｆ）とを比較する。
【０２２０】
　スマートフォン２０１は、加速度センサ値Ｂと加速度センサ値Ｆが同じ値、かつ加速度
センサ値Ｄが加速度センサ値Ｂや加速度センサ値Ｆより小さい（振動大）値の場合は、ス
テップＳ２３２５の処理へ移行する。
【０２２１】
　スマートフォン２０１は、加速度センサ値Ｂと加速度センサ値Ｆが異なる値、または加
速度センサ値Ｄは、加速度センサ値Ｂや加速度センサ値Ｄより大きい（振動大）値の場合
は（ステップＳ２３２４：ＢとＦは異なる値、またはＤはＢやＦより大きい値）、次の接
続デバイスの処理へ移行する。
【０２２２】
　ステップＳ２３２５では、スマートフォン２０１は、デバイスの特定をする。
【０２２３】
　ステップＳ２３２６では、スマートフォン２０１は、サーバ１０１へデバイスの登録依
頼をする。サーバ１０１へ送信するデータは、現在通信しているデバイスのデバイスＩＤ
と画面上に表示されている利用者が入力したデバイス名を送信する。
【０２２４】
　ステップＳ２３２７では、スマートフォン２０１は、図１１のような登録完了画面を表
示する。その後、図２０のフローチャートのステップＳ２０１３の処理に進む。
【０２２５】
　ステップＳ２３２８では、スマートフォン２０１は、図１３のようなデバイスが特定で
きなかった旨のエラー画面を表示する。その後、図２０のフローチャートのステップＳ２
０１２の処理に進む。
【０２２６】
　なお、図２３の処理では、ステップＳ２３０７のスマートフォンの画面を暗くする動作
と、ステップＳ２３０８のバイブレータの動作とを別々に行っているが、それぞれの動作
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を同時に行っても良い。
　なお、他の実施形態として、加速度センサでセンサデバイス３０１が特定された場合に
は、次のセンサデバイス３０１の特定は、照度センサによる特定からではなく、加速度セ
ンサによる特定から開始してもよい。そうすることで、センサデバイス３０１を特定する
時間を短縮することができる。
　以上で図２３の説明を終了する。
【０２２７】
　次に、図２４を説明する。
【０２２８】
　図２４は、図２０に示すスマートフォンの処理フローの別実施形態の一例を示す図であ
る。
【０２２９】
　図２０に示す処理フローを実行する場合、ステップＳ２００５にて１～２秒待たなけれ
ばならず、登録完了までの時間がかかってしまう。また、センサデバイス３０１との接続
も時間がかかってしまう（数十ミリ～百ミリ秒）。理由としては、アドバタイジングパケ
ットは常に送信しているわけではなく、例えばＢＬＥ通信の仕様では、７．５ミリ秒～４
秒間隔で送信される。そのため、アドバタイジングパケットを受信するには１～２秒程度
待つことになることが通常である。そのため、図２４に示すフローでは、アドバタイジン
グパケットが取れたら、そのまま取れたアドバタイジングパケットの接続を行う処理と、
他のアドバタイジングパケットの受信を平行して処理を行うようにする。なお、ここでは
図２０と異なる部分について説明を行い、図２０と同様な部分については説明を省略する
。
【０２３０】
　図２４は、図２０に示すスマートフォン２０１の動作の一例を説明するフローチャート
である。ステップＳ２００１～ステップＳ２００４は、図２０の実施形態と同様であるた
め説明を省略する。
【０２３１】
　ステップＳ２４０１では、スマートフォン２０１は、センサデバイス３０１のアドバタ
イジングパケットの受信を行う。アドバタイジングパケットを受信できない場合は、ステ
ップＳ２４０２へ処理を移行する。
【０２３２】
　ステップＳ２４０２では、スマートフォン２０１は、アドバタイジングパケットの有無
を判定する。
【０２３３】
　スマートフォン２０１は、アドバタイジングパケットの受信ができている場合には（ス
テップＳ２４０２：ＹＥＳ）、ステップＳ２４０３へ処理を移行する。
【０２３４】
　スマートフォン２０１は、アドバタイジングパケットの受信ができていない場合には（
ステップＳ２４０３：ＮＯ）、ステップＳ２４０６へ処理を移行する。
【０２３５】
　ステップＳ２４０３では、スマートフォン２０１は、アドバタイジングパケットを受信
すると、図２９の接続デバイステーブル２９０１にデバイスＩＤ２９０３と接続状態２９
０２を追加する。図２９の接続デバイステーブル２９０１にある接続状態２９０２の項目
は、「未」（未接続）とする。
【０２３６】
　ステップＳ２４０３では、スマートフォン２０１は、アドバタイジングパケットを送信
したセンサデバイス３０１に接続要求を送信し、接続を行う。
【０２３７】
　ステップＳ２４０４では、スマートフォン２０１は、接続を行ったセンサデバイス３０
１を記憶しておくために、接続を行ったセンサデバイス３０１のデバイスＩＤを図１７の
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接続デバイステーブルに保存する。
【０２３８】
　ステップＳ２４０４では、スマートフォン２０１は、図１７の接続デバイステーブルに
センサデバイス３０１のデバイスＩＤが登録されているか判定する。
【０２３９】
　スマートフォン２０１は、接続デバイステーブルにデバイスＩＤが１件登録されている
場合（ステップＳ２４０５：ＹＥＳ）、すなわち最初のパケット受信の場合、ステップＳ
２４０５の処理へ移行する。
【０２４０】
　スマートフォン２０１は、接続デバイステーブルが１件でない場合（ステップＳ２４０
５：ＮＯ）、すなわち既に登録処理が並行動作している場合は、ステップＳ２４０１のア
ドバタイジングパケット受信に戻る。
【０２４１】
　ステップＳ２４０５では、スマートフォン２０１は、登録処理を並行で行う。（別スレ
ッドで登録処理を行う）
【０２４２】
　ステップＳ２４０６では、スマートフォン２０１は、図２９の接続デバイステーブルの
２９０１の接続状態２９０２の項目を見て未接続のデバイスに対し接続要求を行い接続す
る。接続が完了したら接続デバイステーブルの接続状態２９０２の項目を「済」（接続済
）にする。
【０２４３】
　ステップＳ２４０７では、スマートフォン２０１は、一定期間パケットの受信があるか
否かを判定する。
【０２４４】
　スマートフォン２０１は、一定期間パケットの受信がない場合（ステップＳ２４０７：
ＮＯ）、接続可能なセンサデバイス３０１が無くなったと判定し、ステップＳ２４０８へ
処理を移行する。
　スマートフォン２０１は、一定期間パケットの受信があった場合（ステップＳ２４０７
：ＹＥＳ）、再度他のセンサデバイス３０１のアドバタイジングパケットを読み込むため
、ステップＳ２４０１の処理に戻る。
【０２４５】
　ステップＳ２４０８では、スマートフォン２０１は、一定期間アドバタイジングパケッ
トがないと、並行動作している登録処理を終了する。ただし、未接続のセンサデバイス３
０１があったら接続が完了するまで待つ。もし、接続できない場合、センサデバイス３０
１はみつからなかったとみなし、接続デバイステーブルから削除する。
【０２４６】
　ステップＳ２４０９では、スマートフォン２０１は、接続デバイステーブルにデバイス
が登録されているか判定する。
【０２４７】
　スマートフォン２０１は、接続デバイステーブルにデバイスＩＤが登録されていない場
合（ステップＳ２４０９：ＹＥＳ）、デバイスがない旨のエラーとするため、ステップＳ
２０１０の処理へ移行する。
【０２４８】
　スマートフォン２０１は、デバイスＩＤが登録されている場合（ステップＳ２４０９：
ＮＯ）、ステップＳ２０１２の処理へ移行する。以上で図２４の説明を終了し、次に図２
５の説明を行う。
【０２４９】
　第一の実施形態では、スマートフォン２０１の画面の点滅を検知したセンサデバイス３
０１をスマートフォン２０１が認識し、当該スマートフォン２０１に登録させることがで
きる。しかし、複数台のセンサデバイス３０１を登録するときには、一台ずつ登録操作（
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スマートフォン２０１の画面上へのセンサデバイス３０１の配置、スマートフォン２０１
の画面を点滅させるためのスマートフォン２０１の操作、センサデバイス３０１の名前の
入力操作の繰り返し）をしなくてはならないため、ユーザにとって不便な場合がある。
【０２５０】
図２０における別実施形態では、スマートフォン２０１の画面上の発光させるエリアを複
数設定する。センサデバイス３０１を各エリアの上に置き、各エリアを異なるパターンで
点滅させる。各センサデバイス３０１が検知した点滅のパターンからセンサデバイス３０
１が置かれているエリアを特定し、エリアに対応する名前をつけてスマートフォン２０１
に登録する。なお、ここでは第一の実施形態と異なる部分について説明を行い、第一の実
施形態と同様な部分については説明を省略する。
【０２５１】
　図２５は、図２０の別実施形態におけるスマートフォン２０１の動作の一例を説明する
フローチャートである。このような制御は、スマートフォン２０１のＣＰＵが記憶されて
いる制御プログラムを読み出して実行することによって実現される。
　複数台のセンサデバイス３０１を一気に登録したい場合も、図２０と同様のフロー処理
になる。そのため、ステップＳ２００１～ステップＳ２０１５の処理は図２０と同様であ
るため、説明を省略する。
【０２５２】
　ステップＳ２５０１では、スマートフォン２０１は、図２７のセンサデバイス登録画面
２７０１をディスプレイ２２００に表示する。図２７のセンサデバイス登録画面（初期画
面）２７０１には、センサデバイス名の入力フィールド２７０６、メニューボタン２７０
７、登録ボタン２７０８、センサデバイスを載せるための領域２７０９がある。
【０２５３】
　ステップＳ２５０１では、スマートフォン２０１は、ユーザにより押下されたボタンの
判定をする。この時に表示されている画面は図２７の２７０５の画面である。
【０２５４】
　スマートフォン２０１は、メニューボタンが押された場合（ステップＳ２５０１：メニ
ューボタン）、メニュー画面へ処理を移行する。
【０２５５】
　スマートフォン２０１は、別デバイスの登録ボタンが押された場合（ステップＳ２５０
１：別デバイスの登録ボタン）、ステップＳ２００１へ処理を移行する。
【０２５６】
　以上で図２５の説明を終了する。
【０２５７】
　次に図２６を用いて、第四の実施形態におけるセンサデバイスの登録処理フローの一例
を説明する。
【０２５８】
　図２６は、図２５のフローチャートのステップＳ２０１２の処理を詳細に説明した図で
ある。図２６のフローチャートでは、センサデバイス３０１を置くエリアが６つある場合
の例を説明する。このような制御は、スマートフォン２０１のＣＰＵが記憶されている制
御プログラムを読み出して実行することによって実現される。
【０２５９】
　ステップＳ２６０１では、スマートフォン２０１は、センサデバイス３０１を置くエリ
アが６つある場合、ステップＳ２６０２～ステップＳ２６０４の処理を３回繰り返す。繰
り返す回数については、次のような方式をとる。センサデバイス３０１を置くエリア数分
、異なった明滅パターンが必要であるため、明滅パターンを２進数のビットパターンとし
て考える。繰り返す回数はエリアの数に１を減算した数を２進数に変換したときの桁数と
なる。例えば、エリア数が２の場合、２－１＝１で、１の２進数は１であり１桁で１回、
エリア数が４の場合、４－１＝３で、３の進数は１１であり２桁で２回、エリア数が６－
１＝５で、５の２進数は１０１であり３桁で３回、エリア数が８の場合、８－１＝７で、
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７の２進数は１１１であり３桁で３回、エリア数が１２の場合、１２－１＝１１で、１１
の２進数は１０１１であり４桁で４回のようになる。
【０２６０】
　ステップＳ２６０２では、スマートフォン２０１は、センサを置く各エリアの背景色を
設定する。各エリアには０からの番号を付けておき、番号を２進数のビットパターンにし
た通りの背景を設定する。ビットが０の場合、背景を白、ビットが１の場合、背景を黒に
する。例えば、図２７に示すように３×２の画面の場合、図２７の２７０１のようにエリ
ア番号を１～６まで付ける。そして、エリア番号を２進数に変換して最下位ビットがＯＮ
の場合画面を暗くする。２回目は、下位２ビット目を見る。３回目は、下位３ビット目を
見る。そうすると下記のような明滅パターンとなる。エリア１の場合、ビットパターンは
００１となり、１回目は白、２回目も白、３回目は黒となる。エリア４の場合、ビットパ
ターンは１００となり、１回目は黒、２回目は白、３回目は白となる。エリア６の場合、
ビットパターンは１１０となり、１回目は黒、２回目は黒、３回目は白のようになる。そ
の際、スマートフォン２０１の画面には、図２７の２７０２に示す画面、２７０３に示す
画面が表示される。
　ステップＳ２６０２は、前記情報処理装置に表示される画面を分割することにより形成
される複数のエリアごとに異なるパターンで前記イベントを出力する出力手段の適用例で
ある。
【０２６１】
　ステップＳ２６０３では、スマートフォン２０１は、接続した全センサデバイス３０１
の照度値を受信する。
【０２６２】
　ステップＳ２６０４では、スマートフォン２０１は、ステップＳ２６０３で受信した照
度値を接続デバイステーブルのセンサ値の列に設定する。センサ値の列は繰り返す回数分
あるので、該当する回数の列に設定する。設定は、図２８の２８０１の接続デバイステー
ブルに設定する。
【０２６３】
　ここで図２８の接続デバイステーブルに関して説明する。
　図２８は、スマートフォン２０１が管理するスマートフォン２０１上で接続中のセンサ
デバイス３０１の一覧の例を示した接続デバイステーブルである。図２８の接続デバイス
テーブルでは、デバイスＩＤ２８０３が「０１－０１－０１－００－００－０１」「０１
－０１－０１－００－００－０２」「０１－０１－０１－００－００－０３」「０１－０
１－０１－００－００－０４」「０１－０１－０１－００－００－０５」「０１－０１－
０１－００－００－０６」のセンサデバイス３０１が、接続中の状態であることを示す。
【０２６４】
　ここで図２８の説明を終了し、図２６の説明に戻る。
【０２６５】
　ステップＳ２６０５では、スマートフォン２０１は、図２８の接続デバイステーブルの
照度値を明暗の２値（０と１）に変換する。図２８の接続デバイステーブルの全照度値の
平均を取り、平均より暗い値は１、明るい値は０に設定する。設定は図２８の２８０２に
設定する。
【０２６６】
　ステップＳ２６０６では、スマートフォン２０１は、接続デバイステーブルに登録され
ているデバイスを先頭から順にステップＳ２６０７～２６０９の処理を繰り返す。
【０２６７】
　ステップＳ２６０７では、スマートフォン２０１は、接続デバイステーブルの照度値の
ビットパターンからエリアを特定する。図２８の２８０２の例では、「０１－０１－０１
－００－００－０４」では、０１１となり１０進数に直すと３となりエリア３に置かれた
センサと特定できる。
【０２６８】
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　ステップＳ２６０８では、スマートフォン２０１は、サーバ１０１へセンサデバイス３
０１の登録依頼をする。デバイスＩＤと、ステップＳ２６０７で特定されたエリアに入力
されたデバイス名を送信する。
【０２６９】
　ステップＳ２６０９では、スマートフォン２０１は、特定されたエリアに登録された旨
「登録されました」のメッセージを表示する。その際、スマートフォン２０１の画面には
、図２７の２７０４に示す画面表示される。
【０２７０】
　ステップＳ２６１０では、スマートフォン２０１は、登録されていないエリアがあった
場合、そのエリアに「エラー　登録されていません」のメッセージを表示する。その際、
スマートフォン２０１の画面には、図２７の２７０５に示す画面表示される。その後、図
２０のフローチャートのステップＳ２０１３の処理に進む。
【０２７１】
　以上で図２６の説明を終了する。
【０２７２】
　ここで、図２５と図２６の処理の流れを図２７の図を用いて説明する。図２７は、スマ
ートフォン２０１を使用しセンサデバイス３０１を登録する一連の流れの一例を示す図で
ある。
【０２７３】
　スマートフォン２０１に表示されるセンサデバイス３０１の登録画面（図７）でデバイ
ス登録ボタン（図７の７０１）を押されると、図２７の２７０１の画面に推移する。
【０２７４】
　登録画面（実行中１）２７０２では、スマートフォン２０１は、ステップＳ２００２で
受け付けたデバイス名の登録処理を実行している旨をユーザに知らせるため、また、登録
処理中にユーザによる操作をさせないため、デバイス名などの入力フィールドとボタンを
入力不可状態にする。その後、登録画面（実行中２）２７０３では、スマートフォン２０
１の画面の背景を変える。
【０２７５】
　その後、登録が完了した場合は、登録完了画面２７０４に示す画面が表示され、登録す
るセンサデバイスが見つからない場合などは、登録エラー画面２７０５に示す画面が表示
される。登録完了画面２７０４はスマートフォン２０１でのセンサデバイス３０１の登録
処理で登録が完了した例を示した図である。
　以上で図２７の説明を終了する。
【０２７６】
　なお、本発明ではセンサデバイス３０１の特定のために光（例えばステップＳ２１０４
、ステップＳ２１０７）、音（例えばステップＳ２２０１）、振動（例えばステップＳ２
３０８）を出力しているが、センサデバイス３０１を登録する端末（本実施形態では、ス
マートフォン２０１）が出力可能であり、センサデバイス３０１が検知可能なイベントで
あれば良く、他の実施形態として、例えば、熱や風などを用いてもよい。
【０２７７】
　以上、本発明によると、情報処理装置で登録するセンサの特定を容易にすることが可能
な仕組みを提供することが可能となる。
【０２７８】
　以上、実施形態について示したが、本発明は、例えば、システム、装置、方法、プログ
ラムもしくは記録媒体等としての実施態様をとることが可能である。具体的には、複数の
機器から構成されるシステムに適用しても良いし、また、一つの機器からなる装置に適用
しても良い。
【０２７９】
　また、本発明におけるプログラムは、各フローチャートの処理方法をコンピュータが実
行可能なプログラムであり、本発明の記憶媒体は各フローチャートの処理方法をコンピュ
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ータが実行可能なプログラムが記憶されている。なお、本発明におけるプログラムは各装
置の処理方法ごとのプログラムであってもよい。
【０２８０】
　以上のように、前述した実施形態の機能を実現するプログラムを記録した記録媒体を、
システムあるいは装置に供給し、そのシステムあるいは装置のコンピュータ（またはＣＰ
ＵやＭＰＵ）が記録媒体に格納されたプログラムを読み出し、実行することによっても本
発明の目的が達成されることは言うまでもない。
【０２８１】
　この場合、記録媒体から読み出されたプログラム自体が本発明の新規な機能を実現する
ことになり、そのプログラムを記録した記録媒体は本発明を構成することになる。
【０２８２】
　プログラムを供給するための記録媒体としては、例えば、フレキシブルディスク、ハー
ドディスク、光ディスク、光磁気ディスク、ＣＤ－ＲＯＭ、ＣＤ－Ｒ、ＤＶＤ－ＲＯＭ、
磁気テープ、不揮発性のメモリカード、ＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ、シリコンディスク等を用
いることが出来る。
【０２８３】
　また、コンピュータが読み出したプログラムを実行することにより、前述した実施形態
の機能が実現されるだけでなく、そのプログラムの指示に基づき、コンピュータ上で稼働
しているＯＳ（オペレーティングシステム）等が実際の処理の一部または全部を行い、そ
の処理によって前述した実施形態の機能が実現される場合も含まれることは言うまでもな
い。
【０２８４】
　さらに、記録媒体から読み出されたプログラムが、コンピュータに挿入された機能拡張
ボードやコンピュータに接続された機能拡張ユニットに備わるメモリに書き込まれた後、
そのプログラムコードの指示に基づき、その機能拡張ボードや機能拡張ユニットに備わる
ＣＰＵ等が実際の処理の一部または全部を行い、その処理によって前述した実施形態の機
能が実現される場合も含まれることは言うまでもない。
【０２８５】
　また、本発明は、複数の機器から構成されるシステムに適用しても、ひとつの機器から
成る装置に適用しても良い。また、本発明は、システムあるいは装置にプログラムを供給
することによって達成される場合にも適応できることは言うまでもない。この場合、本発
明を達成するためのプログラムを格納した記録媒体を該システムあるいは装置に読み出す
ことによって、そのシステムあるいは装置が、本発明の効果を享受することが可能となる
。
【０２８６】
　さらに、本発明を達成するためのプログラムをネットワーク上のサーバ、データベース
等から通信プログラムによりダウンロードして読み出すことによって、そのシステムある
いは装置が、本発明の効果を享受することが可能となる。なお、上述した各実施形態およ
びその変形例を組み合わせた構成も全て本発明に含まれるものである。
【符号の説明】
【０２８７】
１０２　無線ＬＡＮアクセスポイント
２０１　スマートフォン（情報処理装置）
３０１　センサデバイス
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